
土浦南地区地域計画座談会
の開催について

～みなさんで将来の地域農業を話し合いましょう！～

〇人・農地プランから「地域計画」へ

人・農地プランを法定化し、地域での話合いにより目指すべき将来の農地利用の姿を明
確化する地域計画を定め、それを実現すべく、地域内外から農地の受け手を幅広く確保し
つつ、農地バンクを活用した農地の集約化等を進めるため、基盤法等の改正法が令和4年5
月に成立し、令和5年4月1日から施行しました。

〇地域計画を策定するメリット

・「地域計画」を策定することで次ページ記載の補助事業を活用しやすくなります！
・どの農地が空いている又は数年後に空いてしまうか把握でき、規模拡大に活用できま
す！
・地域の農業者との意見交換が図れます！

日時：令和６年２月１４日（水）１４時～ 土浦南地区
※大岩田、烏山、右籾、小岩田東、小岩田西、永国、
中村西根、乙戸地区

場所：六中地区公民館 〒300-0836 土浦市烏山二丁目2346-1

〇当日の話し合いの流れ

事務局で作成した将来の目標地図の素案をもとに、皆さんで「地域でどのような課題が
あるのか」を洗い出し、どのように担い手に集積していくか等を話し合ってもらいます。
様々な農家さん等が集まる機会ですので、色々な意見交換をしていただければと存じま

す。

〇お問い合わせ先
〒３００－８６８６ 土浦市大和町９番１号
ＴＥＬ：０２９－８２６－１１１１

土浦市役所産業経済部農林水産課農政係
土浦市農業委員会事務局




